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(57)【要約】
【課題】信頼性、特に耐湿性の高い貫通電極とする。
【解決手段】隣接する電子素子間のダイシング領域４に
沿って電子素子ウエハ１の裏面から電子素子ウエハ１を
貫通したダイシング用の溝５が形成されており、電子素
子ウエハ１の裏面の半導体層と金属配線１２とを絶縁す
るための絶縁膜８が、貫通孔７を含む電子素子ウエハ１
の裏面側に形成されていると共に、ダイシング用の溝５
内の少なくとも側壁側に形成されている。これによって
、信頼性、特に耐湿性の高い貫通電極とすることができ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の電子素子が表面側に配設され、該電子素子毎に、両面を貫通する貫通孔を通して該
表面側の配線または端子部と導通された配線が裏面に設けられた電子素子ウエハと、該電
子素子ウエハの表面側に対向して樹脂接着層により接着された支持基板とを有する電子素
子ウエハモジュールにおいて、
　隣接する電子素子間のダイシングラインに沿って該電子素子ウエハの裏面から該電子素
子ウエハを貫通したダイシング用の溝が形成されており、該裏面の半導体層と該配線とを
絶縁するための絶縁膜が、該貫通孔を含む該電子素子ウエハの裏面に形成されていると共
に、該溝内の少なくとも側壁に形成されている電子素子ウエハモジュール。
【請求項２】
　前記電子素子の周辺部に前記配線または端子部として電極パッドが配設され、該電極パ
ッドが、前記貫通孔を通して前記裏面の配線に接続されている請求項１に記載の電子素子
ウエハモジュール。
【請求項３】
　前記絶縁膜は、前記電子素子の周辺部に配設された電極パッドと前記配線または外部接
続用端子とを導通させるための前記貫通孔内の導電層と該貫通孔の内壁とを絶縁している
請求項１に記載の電子素子ウエハモジュール。
【請求項４】
　裏面保護膜が少なくとも前記裏面の貫通孔および前記配線上に形成されている請求項１
に記載の電子素子ウエハモジュール。
【請求項５】
前記溝の底面は、前記絶縁膜が被覆されているかまたは取り除かれている請求項１～４の
いずれかに記載の電子素子ウエハモジュール。
【請求項６】
前記溝の底面は、前記支持基板上または該支持基板中に位置している請求項５に記載の電
子素子ウエハモジュール。
【請求項７】
前記裏面保護膜は、前記溝の側壁および底面のうちの少なくとも該側壁を被覆している請
求項４に記載の電子素子ウエハモジュール。
【請求項８】
前記裏面保護膜は、前記溝の内部を埋め込んでいる請求項４に記載の電子素子ウエハモジ
ュール。
【請求項９】
前記支持基板は、透明部材として透明樹脂基板または透明ガラス基板である請求項１～４
のいずれかに記載の電子素子ウエハモジュール。
【請求項１０】
前記絶縁膜は、感光性樹脂膜、Ｓｉ酸化膜、ボロンまたはリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜
、Ｓｉ窒化膜、またはこれらのうちの少なくとも２種類からなる積層膜、あるいは電着材
料によって形成される膜である請求項１または３に記載の電子素子ウエハモジュール。
【請求項１１】
前記感光性樹脂膜は、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂またはアクリル樹脂である請求項１
０に記載の電子素子ウエハモジュール。
【請求項１２】
前記電着材料は、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリアミン樹脂または
ポリカルボン酸樹脂である請求項１０に記載の電子素子ウエハモジュール。
【請求項１３】
　前記配線または端子部と前記電子素子ウエハの表面の半導体層とを絶縁するための絶縁
膜が別途設けられ、当該絶縁膜は、Ｓｉ酸化膜、ボロンまたはリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒
化膜、Ｓｉ窒化膜、または、これらのうちの少なくとも２種類からなる積層膜である請求



(3) JP 2009-277883 A 2009.11.26

10

20

30

40

50

項１または２に記載の電子素子ウエハモジュール。
【請求項１４】
　前記裏面保護膜は、感光性樹脂膜からなっている請求項４、７および８のいずれかに記
載の電子素子ウエハモジュール。
【請求項１５】
　前記感光性樹脂膜は、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、シリコーン樹脂
、またはこれらのうちの少なくとも２種類からなる混合樹脂である請求項１４に記載の電
子素子ウエハモジュール。
【請求項１６】
　前記電子素子は、被写体からの画像光を光電変換して撮像する複数の受光部を有する撮
像素子である請求項１に記載の電子素子ウエハモジュール。
【請求項１７】
　前記電子素子は、出射光を発生させるための発光素子および入射光を受光するための受
光素子を有している請求項１に記載の電子素子ウエハモジュール。
【請求項１８】
複数の電子素子が形成された電子素子ウエハの表面側に対向して、樹脂接着層により支持
基板を貼り合せる工程と、
　該電子素子ウエハの両面を貫通する貫通孔を該電子素子毎に形成すると共に、隣接する
電子素子間のダイシングラインに沿って該電子素子ウエハの裏面から該電子素子ウエハを
貫通するダイシング用の溝を形成する貫通孔・溝形成工程と、
　該貫通孔および該溝を含む該電子素子ウエハの裏面上に絶縁膜を形成する絶縁膜形成工
程と、
　該貫通孔を通して電子素子ウエハの表面側の配線または端子部と導通する配線層を該絶
縁膜上に形成する配線層形成工程とを有する電子素子ウエハモジュールの製造方法。
【請求項１９】
　少なくとも前記配線層および前記貫通孔上に裏面保護膜を形成する裏面保護膜形成工程
を更に有する請求項１８に記載の電子素子ウエハモジュールの製造方法。
【請求項２０】
前記絶縁膜形成工程後に、前記溝の底面上の絶縁膜を除去する絶縁膜除去工程を更に有す
る請求項１８に記載の電子素子ウエハモジュールの製造方法。
【請求項２１】
前記貫通孔・溝形成工程は、前記溝の底面が前記支持基板上または該支持基板中に位置す
るように該溝を形成する請求項１８に記載の電子素子ウエハモジュールの製造方法。
【請求項２２】
前記裏面保護膜形成工程は、前記裏面保護膜を、前記貫通孔を埋め込むと共に、前記溝上
に形成するかまたは該溝上を除く領域に形成する請求項１９に記載の電子素子ウエハモジ
ュールの製造方法。
【請求項２３】
前記裏面保護膜形成工程は、前記裏面保護膜を、前記貫通孔および前記溝内を埋め込むよ
うに形成する請求項１９に記載の電子素子ウエハモジュールの製造方法。
【請求項２４】
　前記複数の電子素子のそれぞれに対応するように前記透明部材上に接着固定された一ま
たは、積層された複数枚のウエハ状光学装置を更に有する請求項９に記載の電子素子ウエ
ハモジュール。
【請求項２５】
　前記一または、積層された複数枚のウエハ状光学装置がレンズモジュールであり、前記
電子素子が撮像素子である請求項２４に記載の電子素子ウエハモジュール。
【請求項２６】
　前記一または、積層された複数枚のウエハ状光学装置はプリズムモジュールおよびホロ
グラム素子モジュールのいずれかであり、前記電子素子が発光素子および受光素子である
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る請求項２４に記載の電子素子ウエハモジュール。
【請求項２７】
　請求項１～１７および２４～２６のいずれかに記載の電子素子ウエハモジュールから、
一または所定数の電子素子毎に切断されて個片化された電子素子モジュール。
【請求項２８】
　請求項２５に記載の電子素子ウエハモジュールから切断された電子素子モジュールをセ
ンサモジュールとして撮像部に用いた電子情報機器。
【請求項２９】
　請求項２６に記載の電子素子ウエハモジュールから切断された電子素子モジュールを情
報記録再生部に用いた電子情報機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の電子素子が設けられた電子素子ウェハの表面と支持基板とが貼り合わ
された電子素子ウェハモジュールおよび、この電子素子ウェハモジュールの製造方法、こ
の電子素子ウェハモジュールが電子素子毎に切断されて個片化された電子素子モジュール
、この電子素子モジュールを画像入力デバイスとして撮像部に用いた例えばデジタルビデ
オカメラおよびデジタルスチルカメラなどのデジタルカメラや、画像入力カメラ、スキャ
ナ装置、ファクシミリ装置、カメラ付き携帯電話装置などの電子情報機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ますます、複数の基板（例えば半導体基板、ガラス基板およびレンズ基板など）
を積層した電子素子ウェハモジュールから切断して個片化したカメラモジュール（センサ
モジュール）などの電子素子モジュールの小型化・薄型化の要求が高まっている。それゆ
え、複数の基板を積層することにより実装密度を高める手法が広く行なわれている。また
、イメージセンサーではワイヤボンディングによるパッケージ底面積の平面方向の広がり
を抑制してリアルチップサイズパッケージを実現するものとして、電子素子モジュールの
チップ表面に形成された電極パッドから、半導体基板（電子素子ウェハ）を貫通し、半導
体基板の裏面にまで配線接続するための貫通電極の形成技術が注目されている。これにつ
いて特許文献１，２に示している。
【０００３】
　特許文献１には、貫通電極を有するＢＧＡ （Ball Grid Array）型の半導体装置および
その製造方法が開示されている。特許文献１では、半導体基板の裏面から、半導体基板（
）の表面に形成されたパッド電極に達する貫通電極および配線層を形成した後、半導体基
板と支持基板を貼り合わせ、最後に半導体基板と支持基板を電子素子毎（半導体装置毎）
に切断して、複数の半導体チップに分離している。
【０００４】
　以下に、図２８を用いて、貫通電極の形成後、半導体基板を分割して複数の半導体チッ
プに個片化する方法を具体的に説明する。
【０００５】
　図２８は、特許文献１に開示されている従来の貫通電極を備えた半導体ウェハモジュー
ルの電極部付近およびダイシング領域の縦断面図である。
【０００６】
　図２８に示すように、通常、半導体基板（半導体ウェハ）１０１の基板表面（下面）に
は絶縁膜１０２が形成されており、その上に金属配線層１０３が形成されている。この金
属配線層１０３には半導体装置の信号入出力を行うための電極パッドが形成されている。
貫通電極はこの電極パッドの領域に形成される。さらに、金属配線層１０３上に、酸化膜
や窒化膜からなる保護膜となっている接着層１０４が形成されている。その接着層１０４
上には、半導体基板１０１を補強するための支持基板１０５(例えばガラス基板)が貼り合
わされている。
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【０００７】
　この半導体基板１０１において、金属配線層１０３からなる電極パッド直下には貫通孔
が形成され、この貫通孔の側面および底面の一部と、半導体基板１０１の基板裏面とを覆
うように絶縁膜１０６が形成されている。また、貫通孔の底面の電極パッドから半導体基
板１０１の裏面にかけて導電層１０７が形成され、貫通孔内の導電層１０７が貫通電極１
０７ａとして機能する。半導体基板１０１の裏面は保護膜１０８によって導電層１０７お
よび貫通電極１０７ａが被覆されて保護され、外部接続端子１０９のみが開口されている
。これによって、半導体基板１０１の裏面における導電層１０７は、外部接続端子１０９
と電気的に接続される。その結果、半導体基板１０１の表面に存在する電極パッド（金属
配線１０３）と、裏面に存在する外部接続端子１０９とは、導電層１０７によって導通し
ている。最後に、ダイシングライン領域の半導体基板１０１および支持板１０５を複数の
半導体チップに分割して個片化する。
【０００８】
　一方、携帯電話装置に代表される小型のカメラモジュールにおいても、更なる小型・薄
型化の要求が高まっている。例えば、貫通電極の製造方法と貫通電極とを適用した固体撮
像素子が特許文献２に開示されている。
【０００９】
　特許文献２では、表面側中央部分に撮像領域が形成され、その周辺部分に電極パッドが
形成された複数の固体撮像素子が配設された電子素子ウェハ（半導体基板；例えばシリコ
ンウェハ）の表面側に支持基板としてガラス基板を接着する。次に、シリコンウェハの裏
面から電極パッドに到着するビアホールを形成すると同時に、ダイシングラインの中心に
沿って延び、かつシリコンウェハの裏面からシリコンウェハを貫通する溝を形成する。そ
の後、加熱処理を伴う工程を含む各種工程により、緩衝層、配線層、ソルダーマスク、ハ
ンダボールをシリコンウェハの裏面に形成する。最後に、ダイシングにより、支持基板に
支持されたシリコンウェハを固体撮像素子毎の個々のシリコンチップに分割している。
【００１０】
　以上のように、貫通電極を備えた半導体装置、および貫通電極形成プロセスは、メモリ
だけでなく固体撮像素子など幅広いデバイスの小型・薄型化を実現するために注目されて
いる。特許文献１、２共に、最後に電子素子ウェハ（半導体基板）を分割して電子素子毎
に個片化する工程が含まれている。
【００１１】
　図２９は、特許文献２に開示されている従来の貫通電極を備えた電子素子ウェハモジュ
ールの電極部付近およびダイシング領域の縦断面図である。
【００１２】
　図２９に示すように、電子素子ウェハモジュールから電子素子モジュールを切断して製
造する場合、貫通孔２０１（＝ビアホール）と同時に、ダイシングラインに沿って溝２０
２が形成される。その後、貫通孔２０１上の絶縁膜２０３が溝２０２の側壁にも形成され
る。
【００１３】
　最後に、ダイシングライン領域に沿って分割して複数の電子素子モジュールに個片化す
る。図２９では、電子素子ウェハとしてのシリコンウェハ２０４の裏面からパッド電極２
０５に到着するビアホール２０１を形成すると同時に、ダイシングライン中心ＤＳに沿っ
て延び、かつシリコンウェハ２０４の裏面からシリコンウェハ２０４を貫通する溝２０２
を形成するため、樹脂接着層２０６とガラス基板２０７を切断することによって電子素子
モジュール毎に個片化する。
【特許文献１】特開２００６－３２６９９号公報
【特許文献２】特開２００５－２３５８５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
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　しかしながら、上記従来の技術では、最後に半導体基板と支持基板の両方または支持基
板を切断して半導体装置（電子素子）毎に個片化する必要があり、支持基板と半導体基板
の金属配線を含む断面が露出するという問題がある。そのために信頼性、具体的には耐湿
性が良好な貫通電極を有する半導体チップを製造するのが非常に困難であるという問題を
有していた。
【００１５】
　特許文献１では、貫通電極１０７ａを有する半導体装置（電子素子毎）毎に個片化する
のに、半導体基板（半導体ウェハ）１０１と支持基板１０５の両方を切断して個片化する
必要があり、半導体基板１０１用のダイシングブレードと支持基板１０５用のダイシング
ブレードを用いて別々に切断する必要がある。例えば、支持基板１０５がガラス基板で構
成されている場合には、半導体基板１０１とガラス基板（支持基板１０５）を同じブレー
ドで切断するのは非常に困難である。さらに、半導体基板１０１と支持基板１０５の断面
に金属配線層１０３が露出するという問題もあり、ダイシングに手間がかかると共に、耐
湿性が良好な半導体装置（電子素子モジュール）を実現するのが困難である。
【００１６】
　特許文献２では、電子素子ウェハ（半導体基板）であるシリコンウェハ２０４の裏面か
らパッド電極２０５に到着するビアホール２０１を形成すると同時に、ダイシングライン
中心ＤＳに沿って延び、かつシリコンウェハ２０４の裏面からシリコンウェハ２０４を貫
通する溝２０２を形成する。このため、上記特許文献１による方法と比較して、支持基板
であるガラス基板２０７だけを切断することによって電子素子モジュール毎に個片化が可
能となるため、手間が低減されるというメリットがある。しかし、上記特許文献１による
方法と同様に、シリコンウェハ２０４とガラス基板２０７の断面、特に、ビアホール２０
１を埋め込んでいる導体に接続された金属配線層２０８が露出するという問題がある。し
たがって、上記特許文献１による方法と同様に、耐湿性が良好な電子素子モジュールを実
現するのが困難であるという問題を有する。
【００１７】
　以上のように、貫通孔を有する半導体装置を個片化するためには、半導体基板と支持基
板の両方または支持基板を切断することが必要であり、どちらの方法でも、半導体基板と
支持基板の接着断面中に金属配線層が露出して腐食したり、表面の水分によってリークし
たりする虞がある。
【００１８】
　本発明は、上記従来の問題を解決するもので、信頼性、特に耐湿性の高い貫通電極とす
ることができる電子素子ウェハモジュールおよびその製造方法、この電子素子ウェハモジ
ュールを個片化した電子素子モジュール、この電子素子モジュールを画像入力デバイスと
して撮像部に用いた例えばカメラ付き携帯電話装置などの電子情報機器を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の電子素子ウェハモジュールは、複数の電子素子が表面側に配設され、該電子素
子毎に、両面を貫通する貫通孔を通して該表面側の配線または端子部（配線・端子部）と
導通された配線が裏面に設けられた電子素子ウエハと、該電子素子ウエハの表面側に対向
して樹脂接着層により接着された支持基板とを有する電子素子ウエハモジュールにおいて
、
　隣接する電子素子間のダイシングラインに沿って該電子素子ウエハの裏面から該電子素
子ウエハを貫通したダイシング用の溝が形成されており、該裏面の半導体層と該配線とを
絶縁するための絶縁膜が、該貫通孔を含む該電子素子ウエハの裏面に形成されていると共
に、該溝内の少なくとも側壁に形成されているものであり、そのことにより上記目的が達
成される。
【００２０】
　また、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールにおける電子素子の周辺部に前
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記配線または端子部として電極パッドが配設され、該電極パッドが、前記貫通孔を通して
前記裏面の配線に接続されている。
【００２１】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールにおける絶縁膜は、前記電子
素子の周辺部に配設された電極パッドと前記配線または外部接続用端子とを導通させるた
めの前記貫通孔内の導電層と該貫通孔の内壁とを絶縁している。
【００２２】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールにおける裏面保護膜が少なく
とも前記裏面の貫通孔および前記配線上に形成されている。
【００２３】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールにおける溝の底面は、前記絶
縁膜が被覆されているかまたは取り除かれている。
【００２４】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールにおける溝の底面は、前記支
持基板上または該支持基板中に位置している。
【００２５】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールにおける裏面保護膜は、前記
溝の側壁および底面のうちの少なくとも該側壁を被覆している。
【００２６】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールにおける裏面保護膜は、前記
溝の内部を埋め込んでいる。
【００２７】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールにおける支持基板は、透明部
材として透明樹脂基板または透明ガラス基板である。
【００２８】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールにおける絶縁膜は、感光性樹
脂膜、Ｓｉ酸化膜、ボロンまたはリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、またはこ
れらのうちの少なくとも２種類からなる積層膜、あるいは電着材料によって形成される膜
である。
【００２９】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールにおける感光性樹脂膜は、ポ
リイミド樹脂、エポキシ樹脂またはアクリル樹脂である。
【００３０】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールにおける電着材料は、ポリイ
ミド樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリアミン樹脂またはポリカルボン酸樹脂であ
る。
【００３１】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールにおいて、前記配線または端
子部と前記電子素子ウエハの表面の半導体層とを絶縁するための絶縁膜が別途設けられ、
当該絶縁膜は、Ｓｉ酸化膜、ボロンまたはリン含有酸化膜、Ｓｉ酸窒化膜、Ｓｉ窒化膜、
または、これらのうちの少なくとも２種類からなる積層膜である。
【００３２】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールにおける裏面保護膜は、感光
性樹脂膜からなっている。
【００３３】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールにおける感光性樹脂膜は、ポ
リイミド樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、シリコーン樹脂、またはこれらのうちの少
なくとも２種類からなる混合樹脂である。
【００３４】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールにおける電子素子は、被写体
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からの画像光を光電変換して撮像する複数の受光部を有する撮像素子である。
【００３５】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールにおける電子素子は、出射光
を発生させるための発光素子および入射光を受光するための受光素子を有している。
【００３６】
　本発明の電子素子ウェハモジュールの製造方法は、複数の電子素子が形成された電子素
子ウエハの表面側に対向して、樹脂接着層により支持基板を貼り合せる工程と、該電子素
子ウエハの両面を貫通する貫通孔を該電子素子毎に形成すると共に、隣接する電子素子間
のダイシングラインに沿って該電子素子ウエハの裏面から該電子素子ウエハを貫通するダ
イシング用の溝を形成する貫通孔・溝形成工程と、該貫通孔および該溝を含む該電子素子
ウエハの裏面上に絶縁膜を形成する絶縁膜形成工程と、該貫通孔を通して電子素子ウエハ
の表面側の配線または端子部と導通する配線層を該絶縁膜上に形成する配線層形成工程と
を有するものであり、そのことにより上記目的が達成される。
【００３７】
　また、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールの製造方法における少なくとも
前記配線層および前記貫通孔上に裏面保護膜を形成する裏面保護膜形成工程を更に有する
。
【００３８】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールの製造方法における絶縁膜形
成工程後に、前記溝の底面上の絶縁膜を除去する絶縁膜除去工程を更に有する。
【００３９】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールの製造方法における貫通孔・
溝形成工程は、前記溝の底面が前記支持基板上または該支持基板中に位置するように該溝
を形成する。
【００４０】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールの製造方法における裏面保護
膜形成工程は、前記裏面保護膜を、前記貫通孔を埋め込むと共に、前記溝上に形成するか
または該溝上を除く領域に形成する。
【００４１】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールの製造方法における裏面保護
膜形成工程は、前記裏面保護膜を、前記貫通孔および前記溝内を埋め込むように形成する
。
【００４２】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールにおける複数の電子素子のそ
れぞれに対応するように前記透明部材上に接着固定された一または、積層された複数枚の
ウエハ状光学装置を更に有する。
【００４３】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールにおける一または、積層され
た複数枚のウエハ状光学装置がレンズモジュールであって、前記電子素子が撮像素子であ
る。
【００４４】
　さらに、好ましくは、本発明の電子素子ウェハモジュールにおける一または、積層され
た複数枚のウエハ状光学装置はプリズムモジュールおよびホログラム素子モジュールのい
ずれかであり、前記電子素子が発光素子および受光素子である。
【００４５】
　本発明の電子素子モジュールは、本発明の上記電子素子ウエハモジュールから、一また
は所定数の電子素子毎に切断されて個片化されたものであり、そのことにより上記目的が
達成される。
【００４６】
　本発明の電子情報機器は、本発明の上記電子素子ウエハモジュールから切断された電子
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素子モジュールをセンサモジュールとして撮像部に用いたものであり、そのことにより上
記目的が達成される。
【００４７】
　本発明の電子情報機器は、本発明の上記電子素子ウエハモジュールから切断された電子
素子モジュールを情報記録再生部に用いたものであり、そのことにより上記目的が達成さ
れる。
【００４８】
　上記構成により、その作用効果を説明する。
【００４９】
　本発明においては、ダイシングライン領域の溝で分離される溝側壁は、絶縁膜および／
または裏面保護膜によって覆われているので、電子素子ウェハや支持基板としてのガラス
基板、それらの接着樹脂層が直接外部に露出することがない。つまり、電子素子ウェハや
支持基板としてのガラス基板と、半導体基板とガラス基板を貼り合わせる接着樹脂層が露
出して、外部の湿気が接着樹脂層から電子素子ウェハ内に侵入して内部の金属配線をリー
クさせたり金属配線を腐食させたりすることがなくなる。また、上記構成によれば、ガラ
ス基板のみを切断して個片化が可能となるので、電子素子ウェハモジュールの個片化工程
を簡便化することが可能となる。
【００５０】
　本発明では、半導体基板である電子素子ウェハに支持基板が貼りあわせられていること
により、電子素子ウェハの強度を増すことが可能となる。その結果、厚さの薄い電子素子
ウェハを提供することが可能となる。例えば、研磨などによって半導体基板である電子素
子ウェハを薄くする場合、ある程度まで研磨が進むと電子素子ウェハの強度が低下するの
で、それ以上は研磨することができなくなるが、支持基板を貼り合わせることによって電
子素子ウェハの強度が増し、更に研磨を進めることができる。その結果、薄い電子素子ウ
ェハを提供することが可能となる。電子素子ウェハが薄いと多くの利点がある。例えば、
電子素子ウェハが厚いと、電子素子ウェハに貫通孔を形成する際、エッチング時間が長く
なることでコストアップにつながると共に、貫通孔の形状をコントロールすることが困難
となるが、電子素子ウェハを薄くすることにより、上記問題を容易に回避することが可能
となる。
【００５１】
　支持基板を通して、光が画素領域（撮像領域）に効率よく照射されることが必要である
。したがって、本発明の電子素子をＣＭＯＳ固体撮像素子またはＣＣＤ固体撮像素子とし
て構成した場合、上記支持基板は、画素領域への光の照射を妨げることなく透明度が高く
、電子素子ウェハを補強することが必要である。
【発明の効果】
【００５２】
　以上のように、ダイシングライン領域の溝で分離される溝側壁は、絶縁膜および／また
は裏面保護膜によって覆われているので、電子素子ウェハや支持基板としてのガラス基板
、それらの接着樹脂層が直接外部に露出することがない。つまり、電子素子ウェハや支持
基板としてのガラス基板と、半導体基板とガラス基板を貼り合わせる接着樹脂層が露出し
て、外部の湿気が接着樹脂層から電子素子ウェハ内に侵入して内部の金属配線をリークさ
せたり金属配線を腐食させたりすることがなくなる。
貫通孔と同時に形成される、ダイシングライン領域の溝で分離される半導体装置側壁は、
第二絶縁膜、又は第二絶縁膜と裏面保護膜の両方によって覆われており、半導体基板、ガ
ラス基板、及び半導体基板とガラス基板の接着樹脂層が直接外部に露出することがない様
に絶縁することができる。つまり、半導体基板とガラス基板と半導体基板とガラス基板の
接着樹脂層が露出して、外部の湿気が半導体基板内に侵入してリークや腐食を生ずるとい
うことがない。また、上記構成によれば、ガラス基板のみを切断して個片化が可能となる
ので、半導体装置の個片化工程を簡便化することが可能となる。信頼性、特に耐湿性の高
い貫通電極とすることができる
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【発明を実施するための最良の形態】
【００５３】
　以下に、本発明の電子素子ウェハモジュールおよびその製造方法の実施形態１～１２お
よび、この電子素子ウェハモジュールから個片化されさらにレンズ基板を組み合わせた電
子素子モジュールの実施形態１３、この電子素子モジュールを画像入力デバイスとして撮
像部に用いた例えばカメラ付き携帯電話装置などの電子情報機器の実施形態１４について
図面を参照しながら詳細に説明する。
【００５４】
　（実施形態１）
　図１は、本発明の実施形態１に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイシ
ング領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【００５５】
　図１に示すように、本実施形態１の電子素子ウェハモジュール２０は、電子素子ウェハ
１と支持基板としてのガラス基板２とが接着樹脂層３により貼り合わされている。電子素
子ウェハ１のダイシング領域４に沿って裏面側から電子素子ウェハ１を貫通し、表面側の
支持基板としてのガラス基板２に至る溝５が形成される。この溝５は、電子素子ウェハ１
の各チップ中央部の電子素子領域Ａの周辺部Ｂに形成された配線または端子部としての電
極パッド６（端子部としてのパッドの他に配線部でもよい）に接続するための貫通孔７と
同時に形成される。この溝５の側壁は電子素子ウェハ１の裏面側の絶縁膜８で被覆されて
いる。この溝５の底面では絶縁膜８が除去されている。電子素子ウェハ１の裏面側の保護
膜９はダイシング領域４で除去されており、保護膜９はダイシングラインエッジに沿って
裏面の端縁部まで被覆されている。この溝５の底面ではガラス基板２の表面が露出してい
る。
【００５６】
　本実施形態１の電子素子ウェハモジュール２０の製造方法について、図２（ａ）～図２
（ｉ）を用いて詳細に説明する。
【００５７】
　図２（ａ）～図２（ｉ）は、本実施形態１の電子素子ウェハモジュール２０を製造する
ときの各工程における電極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要部縦
断面図である。
【００５８】
　なお、図２（ａ）の断面構造に至る前に、半導体領域形成の前半工程を経て、電子素子
ウェハ１の表面上に電極パッド６を含む金属配線層（図示せず）が形成され、電極パッド
６の中央部を開口した絶縁膜１０が形成されている。
【００５９】
　まず、図２（ａ）に示すように、電子素子ウェハ１の表面上に、接着樹脂層３を用いて
支持基板としてのガラス基板２が貼り合わされる。
【００６０】
　次に、図２（ｂ）に示すように、貫通孔７、ダイシング用の溝５を形成するためのレジ
スト膜１１となるレジスト膜材料が塗布またはラミネートされる。このレジスト膜材料に
対してフォトリソ工程にて露光、現像を行い、後の工程において貫通孔７およびダイシン
グ用の溝５を形成するためのレジスト膜１１として開口部がパターン形成される。
【００６１】
　上記電子素子ウェハ１の厚さは、特に限定するものではないが、裏面研磨などによって
５０μｍ～３００μｍに調節されていることが好ましい。これは、電子素子ウェハ１が厚
過ぎると、後工程で電子素子ウェハ１に貫通孔７を形成する際に、貫通孔７が深くなりエ
ッチング時間が長くなって処理能力が低下すると共に、コストアップを招くことや、貫通
孔７の形状をコントロールすることが困難になるためである。このために、電子素子ウェ
ハ１の厚さをある程度薄くすることで、エッチングの深さを浅くしている。また逆に、電
子素子ウェハ１の厚さが薄過ぎると、破損の危険性が上昇したり、反りが発生しやすくな
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るなど、後工程での取り扱いが難しくなる。したがって、上記電子素子ウェハ１の厚さは
、５０μｍ～３００μｍに調節されていることが好ましい。
【００６２】
　図２（ｂ）で上述したように、電子素子ウェハ１の裏面（研磨面）にレジスト膜材料を
塗布し、表面の電極パッド６に対応した位置を開口するようにレジスト膜１１の露光・現
像を行って、レジスト膜１１としてパターン形成する。このレジスト膜１１は、電子素子
ウェハ１に貫通孔５、ダイシング用の溝５を形成するためのドライエッチングにおいて、
マスクとして機能する。なお、上記レジスト膜１１の形成方法は、特に限定されず、適宜
公知の方法を用いることができる。また、上記レジスト膜１１の原料も特に限定されず、
適宜公知のレジスト膜を用いることができる。
【００６３】
　その後、図２（ｃ）に示すように、レジスト膜１１をマスクとして、電子素子ウェハ１
をドライエッチングして貫通孔７、ダイシング用の溝５を形成する。ドライエッチングに
よって、電子素子ウェハ１および電極パッド６直下の絶縁膜１０もエッチングされて、電
極パッド６の裏面が露出する。なお、エッチング後は、図２（ｄ）に示すように、上記レ
ジスト膜１１は剥離されて除去される。
【００６４】
　続いて、図２（ｅ）に示すように、電子素子ウェハ１の裏面および貫通孔７、ダイシン
グ用の溝５の側壁およびその底面を被覆するように、電子素子ウェハ１の裏面上に絶縁膜
８を形成する。この絶縁膜８は、プラズマＣＶＤ膜が望ましい。または、ポリイミド、エ
ポキシ樹脂、アクリル樹脂であることが好ましい。
【００６５】
　さらに、図２（ｆ）に示すように、上記絶縁膜８を反応性イオンエッチング装置を用い
てエッチングし、電子素子ウェハ１の裏面、貫通孔７およびダイシング用の溝５の側壁に
おける絶縁膜８は、後工程で形成する金属配線の絶縁性を保持できるように残し、貫通孔
７の底面部の絶縁膜８は、後工程で形成する金属配線層１２と電極パッド６との導通を取
るために除去するようにエッチングを行う。この場合、電子素子ウェハ１の裏面に形成さ
れる絶縁膜８の膜厚は、貫通孔７の底面およびダイシング用の溝５の底面に形成される絶
縁膜厚に比べて十分厚いために、貫通孔７や溝５の各底面の絶縁膜８をエッチング除去し
ても、電子素子ウェハ１の裏面の絶縁膜８の残膜は十分に厚く、電子素子ウェハ１と金属
配線層１２との間の絶縁性は十分に保たれる。
【００６６】
　貫通孔７の底面の電極パッド６下の酸化膜（絶縁膜１０）、および裏面の絶縁膜８を、
表面の電極パッド６と裏面の配線層１２との導通を取るため、Ｃ４Ｆ８、Ｃ２Ｆ６、ＣＦ

４、ＣＨＦ３などのフロロカーボンガスを用いてエッチング除去する。
【００６７】
　その後、図示していないが、電子素子ウェハ１の裏面にバリアメタル層、および電解メ
ッキのためのシードメタル層が形成される。上記バリアメタル層およびシードメタル層の
形成方法は特に限定されず、適宜公知の方法によって形成され得る。例えば、スパッタ法
またはＣＶＤ法などによって形成することができる。
【００６８】
　次に、図２（ｇ）に示すように、電極パッド６の裏面と、その後に形成される外部接続
端子とを電気的に接続する再配線パターンとして機能する金属配線層１２（導電配線層）
が、図示しないシードメタル層上に形成される。金属配線層１２の形成方法は、特に限定
されず、適宜公知の方法を用いることができる。例えば、電解銅メッキなどによって形成
することができる。但し、ダイシング用の溝５については、電極パッド６は形成されてい
ないため、導通を取る必要が全くなく、ここでは金属配線層１２は形成されない。
【００６９】
　上記金属配線層１２の具体的な形成方法としては、まず、電子素子ウェハ１の裏面にレ
ジスト膜材料を塗布し、当該レジスト膜材料を通常のフォトリソ工程にて露光・現像する
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ことによって、再配線パターンに対応したレジスト膜の所定パターンが形成される。なお
、貫通孔７、ダイシング用の溝５が設けられた電子素子ウェハ１に対して、液状のレジス
ト膜材料を塗布することが困難である場合には、レジスト膜材料としてフィルム状レジス
ト膜材料などを用いることもできる。続いて、上記シードメタル層を陰極として電解銅メ
ッキを行うことによって、上記レジスト膜材料の開口部分に当たる再配線パターンの膜厚
が増加し、金属配線層１２が形成される。このとき、金属配線層１２の膜厚は、特に限定
されない。例えば、後工程で外部入出力端子として半田バンプを搭載するためには、膜厚
は１０μｍであることが好ましい。その後、レジスト膜材料が除去されると共に、不要な
シードメタル層とバリアメタル層とが、エッチングによって除去される。なお、フォトリ
ソ工程によって再配線パターンを形成する工程と、電解銅メッキを行う工程とは、行う順
番を逆にすることもできる。即ち、まず、電子素子ウェハ１の裏面全面に形成されたシー
ドメタル層上に、電解銅メッキなどによって導電配線層が形成される。次に、再配線パタ
ーンのレジスト膜材料を残し、かつ再配線パターン以外のレジスト膜材料が除去されるよ
うに、レジスト膜材料を通常のフォトリソ工程にて露光・現像することによって、再配線
パターンが形成される。その後、不要な銅メッキ層、シードメタル層およびバリアメタル
層がエッチングによって除去される。
【００７０】
　続いて、図２（ｈ）に示すように、電子素子ウェハ１の裏面全体に感光性樹脂膜によっ
て保護膜９が形成される。上記感光性樹脂膜としては特に限定されず、適宜公知の感光性
樹脂膜を用いることができる。本実施形態１では、この保護膜９は、貫通孔７の開口部内
を埋め込むように形成される。次に、後述する外部接続端子の形成部およびダイシング用
の溝５上については、この保護膜９が被覆しないように開口する。当該保護膜９の開口部
の形成方法は、特に限定されず、適宜公知の方法によって形成することができる。例えば
、フォトリソ工程において露光・現像することによって、この開口部を形成することがで
きる。
【００７１】
　次に、図２（ｉ）に示すように、上記外部接続端子が位置する保護膜９の開口領域に、
外部入力端子となるはんだバンプ１３を形成する。
【００７２】
　その後、ダイシング領域４の溝５に沿って、電子素子ウェハ１およびガラス基板２の複
合体（電子素子ウェハモジュール）のうち、ガラス基板２だけをダイシングブレードでダ
イシングすることによって、個別の半導体チップ（電子素子モジュール）に個片化するこ
とができる。本実施形態１では、個片化された個別の半導体チップ（電子素子モジュール
）において、ダイシング領域４の溝５の側壁が絶縁膜８で被覆されているため、信頼性、
特に耐湿性が優れた半導体チップ（電子素子モジュール）を完成させることができる。
【００７３】
　（実施形態２）
　以下に、本実施形態２の電子素子ウェハモジュール２１について説明する。なお、本実
施形態２において説明する以外の構成は、上記実施形態１の場合と同様である。また、説
明の便宜上、上記実施形態１の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、
同一の符号を付してその説明を省略する。
【００７４】
　図３は、本発明の実施形態２に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイシ
ング領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【００７５】
　図３に示すように、本実施形態２の電子素子ウェハモジュール２１は、電子素子ウェハ
１と支持基板としてのガラス基板２とが接着樹脂層３により貼り合わされている。電子素
子ウェハ１のダイシング領域４に沿って裏面側から電子素子ウェハ１を貫通し、表面側の
支持基板としてのガラス基板２に至る溝５が形成される。この溝５は、電子素子ウェハ１
の各チップ中央部の電子素子領域Ａの周辺部Ｂに形成された電極パッド６に接続するため
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の貫通孔７と同時に形成される。この溝５の側壁は電子素子ウェハ１の裏面側の絶縁膜８
で被覆されている。この溝５の底面は、上記実施形態１では絶縁膜８が除去されていたが
、本実施形態２では溝５の底面の絶縁膜８が除去されていないことによって絶縁膜８の被
覆性を良好にしている点が上記実施形態１、２の場合と異なっている。ダイシング領域４
の裏面側の保護膜９は除去されており、この保護膜９はダイシングラインエッジに沿って
裏面端縁部まで被覆されている。
【００７６】
　本実施形態２の電子素子ウェハモジュール２１の製造方法について、図４（ａ）～図４
（ｊ）を用いて詳細に説明する。
【００７７】
　図４（ａ）～図４（ｊ）は、本実施形態２の電子素子ウェハモジュール２１を製造する
ときの各工程における電極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要部縦
断面図である。
【００７８】
　なお、図４（ａ）の断面構造に至る前に、半導体領域形成の前半工程を経て、電子素子
ウェハ１の表面上に電極パッド６を含む金属配線層（図示せず）が形成され、電極パッド
６の中央部を開口した絶縁膜１０が形成されている。
【００７９】
　まず、図４（ａ）に示すように、電子素子ウェハ１の表面上に、接着樹脂層３を用いて
支持基板としてのガラス基板２が貼り合わせられる。
【００８０】
　次に、図４（ｂ）に示すように、貫通孔７、ダイシング用の溝５を形成するためのレジ
スト膜１１となるレジスト膜材料が塗布またはラミネートされる。このレジスト膜材料に
対してフォトリソ工程にて露光、現像を行い、後の工程において貫通孔７および溝５を形
成するためのレジスト膜１１として開口部がパターン形成される。
【００８１】
　以下、図４（ｃ）の工程から、図４（ｅ）の工程まで、上記実施形態１（図２）の場合
と同様である。したがって、これらの工程についての説明は、ここでは省略する。
【００８２】
　図４（ｅ）に示すように、電子素子ウェハ１の裏面および貫通孔７、ダイシング用の溝
５の側壁およびその底面を被覆するように、電子素子ウェハ１の裏面上に絶縁膜８を形成
する。この絶縁膜８は、プラズマＣＶＤ膜が望ましい。または、ポリイミド、エポキシ樹
脂、アクリル樹脂であることが好ましい。
【００８３】
　さらに、図４（ｆ）に示すように、貫通孔７の底面の絶縁膜８を除去し、ダイシング用
の溝５の底面の絶縁膜８を除去しないためのレジスト膜１４となるレジスト膜材料を塗布
またはラミネートする。これにフォトリソ工程にて露光、現像を行い、貫通孔７のみレジ
スト膜材料を開口するようにパターンニングする。この後、貫通孔７の底面を被覆してい
る絶縁膜８を反応性イオンエッチング装置を用いてエッチング除去する。但し、ダイシン
グ用の溝５上はレジスト膜１４で覆われているため、ダイシング用の溝５の底面の絶縁膜
８は除去されない。このとき、上記実施形態１の場合と同様に、電子素子ウェハ１の裏面
に形成される絶縁膜８の膜厚は貫通孔７の底面およびダイシング用の溝５の底面に形成さ
れる絶縁膜８の膜厚に比べて十分厚いために、貫通孔７の底面の絶縁膜８をエッチング除
去しても、電子素子ウェハ１の裏面の絶縁膜８の残膜は十分厚く、電子素子ウェハ１の金
属配線層１２との間の絶縁性は十分に保たれる。
【００８４】
　続いて、レジスト膜１４を除去後、ここでは図示していないが、電子素子ウェハ１の裏
面に、バリアメタル層および電解メッキのためのシードメタル層を形成する。上記バリア
メタル層およびシードメタル層の形成方法は特に限定されず、適宜公知の方法によって形
成され得る。上記バリアメタル層およびシードメタル層は、例えばスパッタ法またはＣＶ
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Ｄ法などによっても形成することができる。
【００８５】
　以下、図４（ｇ）～図４（ｊ）は、図２（ｆ）～図２（ｉ）の場合と同様である。した
がって、これらの各工程についての説明についてはここでは省略する。
【００８６】
　その後、ダイシング領域４の溝５に沿って、電子素子ウェハ１およびガラス基板２の複
合体（電子素子ウェハモジュール）のうち、ガラス基板２だけをダイシングブレードでダ
イシングすることによって、個別の半導体チップ（電子素子モジュール）に個片化するこ
とができる。本実施形態２では、個片化された個別の半導体チップ（電子素子モジュール
）において、ダイシング領域４の溝５の側壁が絶縁膜８で被覆されているため、信頼性、
特に耐湿性が優れた半導体チップ（電子素子モジュール）を完成させることができる。
【００８７】
　（実施形態３）
　以下に、本実施形態３の電子素子ウェハモジュール２２について説明する。なお、本実
施形態３において説明する以外の構成は、上記実施形態１の場合と同様である。また、説
明の便宜上、上記実施形態１の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、
同一の符号を付してその説明を省略する。
【００８８】
　図５は、本発明の実施形態３に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイシ
ング領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【００８９】
　図５に示すように、本実施形態３の電子素子ウェハモジュール２２は、電子素子ウェハ
１と支持基板としてのガラス基板２とが接着樹脂層３により貼り合わされている。電子素
子ウェハ１のダイシング領域４の溝５Ａに沿って裏面側から電子素子ウェハ１を貫通して
、表面側の支持基板としてのガラス基板２の表面部に至る溝５Ａが形成されている。この
溝５Ａは、電子素子ウェハ１の各チップ中央部の電子素子領域Ａの周辺部Ｂに形成された
電極パッド６に接続するための貫通孔７と同時に形成される。この溝５Ａの側壁は電子素
子ウェハ１の裏面側の絶縁膜８で被覆されている。この溝５Ａの底面（ガラス基板２の溝
の底面）は絶縁膜８が除去されている。ダイシング領域４の裏面側の保護膜９は除去され
ており、この保護膜９はダイシングラインエッジに沿って裏面端縁部まで被覆されている
。要するに、本実施形態３では、この溝５Ａが電子素子ウェハ１を貫通した後に支持基板
としてのガラス基板２まで達し、エッチングを追加してガラス基板２に浅い溝（凹部）が
形成されており、溝５Ａの底面はガラス基板２の基板中に位置して絶縁膜８の被覆性を良
好にしている点が上記実施形態１、２の場合と異なっている。
【００９０】
　本実施形態３の電子素子ウェハモジュール２２の製造方法について、図６（ａ）～図６
（ｋ）を用いて詳細に説明する。
【００９１】
　図６（ａ）～図６（ｋ）は、本実施形態３の電子素子ウェハモジュール２２を製造する
ときの各工程における電極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要部縦
断面図である。
【００９２】
　なお、図６（ａ）の断面構造に至る前に、半導体領域形成の前半工程を経て、電子素子
ウェハ１の表面上に電極パッド６を含む金属配線層（図示せず）が形成され、電極パッド
６の中央部を開口した絶縁膜１０が形成されている。
【００９３】
　まず、図６（ａ）に示すように、電子素子ウェハ１の表面上に、接着樹脂層３を用いて
支持基板としてのガラス基板２が貼り合わされる。
【００９４】
　次に、図６（ｂ）に示すように、貫通孔７、ダイシング用の溝５を形成するためのレジ
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スト膜１１となるレジスト膜材料が塗布またはラミネートされる。このレジスト膜材料に
対してフォトリソ工程にて露光、現像を行い、後の工程において貫通孔７および溝５を形
成するためのレジスト膜１１として開口がパターン形成される。
【００９５】
　さらに、図６（ｃ）に示すように、レジスト膜１１をマスクとして、電子素子ウェハ１
をドライエッチングして貫通孔７およびダイシング用の溝５を形成する。
【００９６】
　その後、図６（ｄ）に示すように、ドライエッチングによって、ダイシング用の溝５の
底面、および電極パッド６の直下の絶縁膜１０もエッチングされて、ダイシング用の溝５
の底面のガラス基板２および電極パッド６の裏面がそれぞれ露出する。
【００９７】
　続いて、図６（ｅ）に示すように、貫通孔７およびダイシング用の溝５上を覆うように
レジスト膜材料を塗布またはラミネートする。上記レジスト膜材料に対してフォトリソ工
程にて露光、現像を行って、レジスト膜１５として、ダイシング用の溝５を深さ方向に更
にエッチングするための開口部をパターン形成する。
【００９８】
　さらに、図６（ｆ）に示すように、レジスト膜１５をマスクとして反応性イオンエッチ
ング装置を用いてエッチングし、溝５の底面がガラス基板２中に位置するまで所定深さだ
け掘り下げる。但し、貫通孔７はレジスト膜１５で覆われているため、電極パッド６のメ
タル層までエッチングが進行することがないように考慮されている。なお、支持基板とし
ては、ここではガラス基板２としている。
【００９９】
　さらに、レジスト膜１５を除去後、図６（ｇ）に示すように、半導体基板である電子素
子ウェハ１の裏面や、貫通孔７およびダイシング用の溝５Ａの各側壁、底面上を被覆する
ように絶縁膜８を形成する。この絶縁膜８は、プラズマＣＶＤ膜が望ましい。または、ポ
リイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂であることが好ましい。
【０１００】
　さらに、図６（ｈ）に示すように、反応性イオンエッチング装置を用いて絶縁膜８をエ
ッチングする。この場合、電子素子ウェハ１の裏面や、貫通孔７およびダイシング用の溝
５の各側壁における絶縁膜８は、後工程で形成する導電配線（金属配線層）と電子素子ウ
ェハ１との電気的絶縁性を保持できるように残し、貫通孔７の底面の絶縁膜８は、後工程
で形成する金属配線層と電極パッド６との導通を取るために除去するようにエッチングを
行う。電子素子ウェハ１の裏面に形成される絶縁膜８の膜厚は、貫通孔７の底面およびダ
イシング用の溝５Ａの底面にそれぞれ形成される絶縁膜厚に比べて十分厚いために、貫通
孔７の底面の絶縁膜８をエッチング除去しても、電子素子ウェハ１の裏面の絶縁膜８の残
膜は十分厚く、電子素子ウェハ１と金属配線層１２の間の絶縁性は十分に保たれる。
【０１０１】
　さらに、電子素子ウェハ１の裏面にバリアメタル層および電解メッキのためのシードメ
タル層が形成される。上記バリアメタル層およびシードメタル層の形成方法は特に限定さ
れず、適宜公知の方法によって形成され得る。例えば、スパッタ法またはＣＶＤ法などに
よって形成することができる。
【０１０２】
　以下、図６（ｉ）～図６（ｋ）は、上記実施形態１の図２（ｇ）～図２（ｉ）の場合と
同様である。したがって、これらの各工程についての説明は、ここでは省略することにす
る。
【０１０３】
　この後、ダイシング用の溝５Ａに沿って、電子素子ウェハモジュール２２をダイシング
することによって、個別の半導体チップ（電子素子モジュール）に個片化することができ
る。本実施形態３では、ダイシングライン溝（ダイシング用の溝５）の側壁が絶縁膜８で
被覆されると共に、溝５Ａの底面が支持基板のガラス基板２中に位置するため、上記実施
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形態１の場合よりも絶縁膜８の被覆性が優れており、信頼性、特に耐湿性がより優れた電
子素子モジュール（半導体装置）が完成する。
（実施形態４）
　以下に、本実施形態４の電子素子ウェハモジュール２３について説明する。なお、本実
施形態４において説明する以外の構成は、上記実施形態１の場合と同様である。また、説
明の便宜上、上記実施形態１の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、
同一の符号を付してその説明を省略する。
【０１０４】
　図７は、本発明の実施形態４に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイシ
ング領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【０１０５】
　図７に示すように、本実施形態４の電子素子ウェハモジュール２３は、電子素子ウェハ
１と支持基板としてのガラス基板２とが接着樹脂層３により貼り合わされている。電子素
子ウェハ１のダイシング領域４の溝５Ａに沿って裏面側から電子素子ウェハ１を貫通して
、表面側の支持基板としてのガラス基板２の表面部に至る溝５Ａが形成されている。この
溝５Ａは、電子素子ウェハ１の各チップ中央部の電子素子領域Ａの周辺部Ｂに形成された
電極パッド６に接続するための貫通孔７と同時に形成される。この溝５Ａの側壁は電子素
子ウェハ１の裏面側の絶縁膜８で被覆されている。この溝５Ａの底面（ガラス基板２の溝
の底面）も絶縁膜８で被覆されている。ダイシング領域４の裏面側の保護膜９は除去され
ており、この保護膜９はダイシングラインエッジに沿って裏面端縁部まで被覆されている
。要するに、本実施形態４では、この溝５Ａが電子素子ウェハ１を貫通した後に支持基板
としてのガラス基板２まで達し、さらに、エッチングを追加してガラス基板２に浅い溝が
形成されており、溝５Ａの底面はガラス基板２の基板中に位置してこの底面にも絶縁膜８
が形成されて絶縁膜８の被覆性を良好にしている点が上記実施形態１～３の場合と異なっ
ている。
【０１０６】
　本実施形態４の電子素子ウェハモジュール２３の製造方法について、図８（ａ）～図８
（ｍ）を用いて詳細に説明する。
【０１０７】
　図８（ａ）～図８（ｍ）は、本実施形態４の電子素子ウェハモジュール２３を製造する
ときの各工程における電極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要部縦
断面図である。
【０１０８】
　なお、図８（ａ）の断面構造に至る前に、半導体領域形成の前半工程を経て、電子素子
ウェハ１の表面上に電極パッド６を含む金属配線層（図示せず）が形成され、電極パッド
６の中央部を開口した絶縁膜１０が形成されている。
【０１０９】
　まず、図８（ａ）に示すように、電子素子ウェハ１の表面上に、接着樹脂層３を用いて
支持基板としてのガラス基板２が貼り合わされる。
【０１１０】
　次に、図８（ｂ）に示すように、貫通孔７、ダイシング用の溝５を形成するためのレジ
スト膜１１となるレジスト膜材料が塗布またはラミネートされる。このレジスト膜材料に
対してフォトリソ工程にて露光、現像を行い、後の工程において貫通孔７および溝５を形
成するためのレジスト膜１１として開口がパターン形成される。
【０１１１】
　その後の図８（ｃ）～図８（ｇ）は、上記実施形態３の図６（ｃ）～図６（ｇ）の場合
と同様であるので、ここではその説明を省略する。
【０１１２】
　図８（ｈ）に示すように、貫通孔７およびダイシング用の溝５Ａ上を覆うようにレジス
ト膜材料を塗布またはラミネートする。このレジスト膜材料に対してフォトリソ工程にて
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露光、現像を行い、レジスト膜１６として、貫通孔７の底面の絶縁膜８をエッチング除去
するための開口をパターン形成する。
【０１１３】
　続いて、図８（ｉ）に示すように、貫通孔７の底面を被覆する絶縁膜８を、反応性イオ
ンエッチング装置を用いてエッチング除去する。但し、ダイシング用の溝５Ａ上はレジス
ト膜１６で覆われるため、ダイシング用の溝５Ａの底面の絶縁膜８は除去されない。この
とき、上記実施形態１の場合と同様に、電子素子ウェハ１の裏面に形成される絶縁膜８の
膜厚は貫通孔７の底面および溝５Ａの底面に形成される絶縁膜８の膜厚に比べて十分厚い
ために、貫通孔７の底面の絶縁膜８をエッチング除去しても、電子素子ウェハ１の裏面の
絶縁膜８の残膜は十分厚く、これによって、電子素子ウェハ１と金属配線の間の絶縁性は
十分に保たれる。
【０１１４】
　さらに、レジスト膜１６を除去後、電子素子ウェハ１の裏面にバリアメタル層および電
解メッキのためのシードメタル層が形成される（図示せず）。上記バリアメタル層および
シードメタル層の形成方法は特に限定されず、適宜公知の方法によって形成され得る。例
えば、スパッタ法またはＣＶＤ法などによって形成することができる。
【０１１５】
　以下、図８（ｋ）～図８（ｍ）は、上記実施形態３の図６（ｉ）～図６（ｋ）の場合と
同様である。したがって、これらの各工程についての説明は、ここでは省略することとす
る。
【０１１６】
　この後、ダイシング用の溝５Ａに沿って、電子素子ウェハモジュール２３をダイシング
することによって、個別の半導体チップ（電子素子モジュール）に個片化することができ
る。本実施形態４では、ダイシングライン溝（ダイシング用の溝５Ａ）の側壁および底面
が絶縁膜８で被覆されると共に、溝５Ａの底面が支持基板のガラス基板２中に位置するた
め、上記実施形態３の場合よりも絶縁膜８の被覆性が優れており、信頼性、特に耐湿性が
より優れた電子素子モジュール（半導体装置）が完成する。
（実施形態５）
　以下に、本実施形態５の電子素子ウェハモジュール２４について説明する。なお、本実
施形態５において説明する以外の構成は、上記実施形態１の場合と同様である。また、説
明の便宜上、上記実施形態１の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、
同一の符号を付してその説明を省略する。
【０１１７】
　図９は、本発明の実施形態５に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイシ
ング領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【０１１８】
　図９に示すように、本実施形態５の電子素子ウェハモジュール２４は、電子素子ウェハ
１と支持基板としてのガラス基板２とが接着樹脂層３により貼り合わされている。電子素
子ウェハ１のダイシング領域４の溝５に沿って裏面側から電子素子ウェハ１を貫通して、
表面側の支持基板としてのガラス基板２の表面部に至る溝５が形成されている。この溝５
は、電子素子ウェハ１の各チップ中央部の電子素子領域Ａの周辺部Ｂに形成された電極パ
ッド６に接続するための貫通孔７と同時に形成される。この溝５の側壁は電子素子ウェハ
１の裏面側の絶縁膜８で被覆されている。溝５の底面は、電子素子ウェハ１の絶縁膜８は
除去されている。ダイシング領域４の裏面側の保護膜９は、溝５の側壁および底面上を被
覆して、ガラス基板２の表面と接している。要するに、本実施形態５では、この溝５が電
子素子ウェハ１を貫通して、溝５の底面はガラス基板２の表面に位置し、絶縁膜８および
保護膜９の２層構造により溝５の側壁が被覆されて溝５の側壁の被覆性を良好にしている
点が上記実施形態１の場合と異なっている。
【０１１９】
　本実施形態５の電子素子ウェハモジュール２４の製造方法について、図１０（ａ）～図
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１０（ｉ）を用いて詳細に説明する。
【０１２０】
　図１０（ａ）～図１０（ｉ）は、本実施形態５の電子素子ウェハモジュール２３を製造
するときの各工程における電極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要
部縦断面図である。
【０１２１】
　なお、図１０（ａ）の断面構造に至る前に、半導体領域形成の前半工程を経て、電子素
子ウェハ１の表面上に電極パッド６を含む金属配線層（図示せず）が形成され、電極パッ
ド６の中央部を開口した絶縁膜１０が形成されている。
【０１２２】
　まず、図１０（ａ）に示すように、電子素子ウェハ１の表面上に、接着樹脂層３を用い
て支持基板としてのガラス基板２が貼り合わされる。
【０１２３】
　次に、図１０（ｂ）に示すように、貫通孔７、ダイシング用の溝５を形成するためのレ
ジスト膜１１となるレジスト膜材料が塗布またはラミネートされる。このレジスト膜材料
に対してフォトリソ工程にて露光、現像を行い、後の工程において貫通孔７および溝５を
形成するためのレジスト膜１１として開口がパターン形成される。
【０１２４】
　その後の図１０（ｃ）～図１０（ｇ）は、上記実施形態１の図２（ｃ）～図２（ｇ）の
場合と同様であるので、ここではその説明を省略する。
【０１２５】
　図１０（ｈ）に示すように、電子素子ウェハ１の裏面側に保護膜９Ａが形成される。保
護膜９Ａを形成する際に、一般のレジストコータではダイシングラインの溝５の側壁およ
び底面にレジストをコートすることは困難であるため、いわゆるスプレイコータが用いら
れる。図１０（ｈ）では、ダイシングライン領域４の保護膜９Ａは、溝５の側壁および底
面にレジスト厚がおおよそ同等な状態で形成されており、貫通孔７の領域は保護膜９Ａに
よって埋め込まれている。貫通孔７の側壁および底面が表面とおおよそ同等の膜厚で形成
されていても、なんら支障はない。
【０１２６】
　最後に、図１０（ｉ）に示すように、外部接続電極としてのはんだバンプ１３を、金属
配線層１２が露出した保護膜９Ａの開口部上に形成する。
【０１２７】
　この後、ダイシング用の溝５に沿って、電子素子ウェハモジュール２４をダイシングす
ることによって、個別の半導体チップ（電子素子モジュール）に個片化することができる
。本実施形態５では、ダイシングライン溝（ダイシング用の溝５）の側壁が絶縁膜８およ
び保護膜９Ａの両方で被覆されるため、上記実施形態１の場合よりも溝５の側壁の被覆性
が優れており、信頼性、特に耐湿性がより優れた電子素子モジュール（半導体装置）が完
成する。
（実施形態６）
　以下に、本実施形態６の電子素子ウェハモジュール２５について説明する。なお、本実
施形態６において説明する以外の構成は、上記実施形態１の場合と同様である。また、説
明の便宜上、上記実施形態１の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、
同一の符号を付してその説明を省略する。
【０１２８】
　図１１は、本発明の実施形態６に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイ
シング領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【０１２９】
　図１１に示すように、本実施形態６の電子素子ウェハモジュール２５は、電子素子ウェ
ハ１と支持基板としてのガラス基板２とが接着樹脂層３により貼り合わされている。電子
素子ウェハ１のダイシング領域４に沿って裏面側から電子素子ウェハ１を貫通し、表面側
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の支持基板としてのガラス基板２に至る溝５が形成される。この溝５は、電子素子ウェハ
１の各チップ中央部の電子素子領域Ａの周辺部Ｂに形成された電極パッド６に接続するた
めの貫通孔７と同時に形成される。この溝５の側壁は電子素子ウェハ１の裏面側の絶縁膜
８で被覆されている。この溝５の底面は、上記実施形態１、５では絶縁膜８が除去されて
いたが、本実施形態６では、上記実施形態２の場合と同様に、溝５の底面の絶縁膜８が除
去されていない。ダイシング領域４の裏面側の保護膜９Ａは、溝５の側壁および底面上を
被覆している。要するに、本実施形態６では、この溝５が電子素子ウェハ１を貫通して、
溝５の底面はガラス基板２の表面に位置し、絶縁膜８および保護膜９Ａの２層構造により
溝５の側壁および底面が共に被覆されて溝５の側壁の被覆性をより良好にしている点が上
記実施形態２、５の場合と異なっている。
【０１３０】
　本実施形態６の電子素子ウェハモジュール２５の製造方法について、図１２（ａ）～図
１２（ｊ）を用いて詳細に説明する。
【０１３１】
　図１２（ａ）～図１２（ｊ）は、本実施形態６の電子素子ウェハモジュール２５を製造
するときの各工程における電極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要
部縦断面図である。
【０１３２】
　なお、図１２（ａ）の断面構造に至る前に、半導体領域形成の前半工程を経て、電子素
子ウェハ１の表面上に電極パッド６を含む金属配線層（図示せず）が形成され、電極パッ
ド６の中央部を開口した絶縁膜１０が形成されている。
【０１３３】
　まず、図１２（ａ）に示すように、電子素子ウェハ１の表面上に、接着樹脂層３を用い
て支持基板としてのガラス基板２が貼り合わせられる。
【０１３４】
　次に、図１２（ｂ）に示すように、貫通孔７、ダイシング用の溝５を形成するためのレ
ジスト膜１１となるレジスト膜材料が塗布またはラミネートされる。このレジスト膜材料
に対してフォトリソ工程にて露光、現像を行い、後の工程において貫通孔７および溝５を
形成するためのレジスト膜１１として開口部がパターン形成される。
【０１３５】
　その後の図１２（ａ）～図１２（ｈ）は、上記実施形態２の図１２（ｃ）～図１２（ｈ
）の場合と同様であるので、ここでは説明を省略する。
【０１３６】
　レジスト膜１４を除去後、半導体基板である電子素子ウェハ１の裏面にバリアメタル層
および電解メッキのためのシードメタル層が形成される（図示せず）。上記バリアメタル
層およびシードメタル層の形成方法は特に限定されず、適宜公知の方法によって形成され
得る。例えば、スパッタ法またはＣＶＤ法などによって形成することができる。
【０１３７】
　図１２（ｉ）に示すように、電子素子ウェハ１の裏面側に保護膜９Ａが形成される。こ
の保護膜９Ａを形成する際に、一般のレジストコータではダイシングラインの溝５の側壁
および底面にレジストをコートすることは困難であるため、いわゆるスプレイコータが用
いられる。図１２（ｉ）では、ダイシングライン領域４の保護膜９Ａは、溝５の側壁およ
び底面にレジスト厚がおおよそ同等な状態で形成されており、貫通孔７の領域は保護膜９
Ａによって埋め込まれている。貫通孔７の側壁および底面が表面とおおよそ同等の膜厚で
形成されていても、なんら支障はない。
【０１３８】
　最後に、図１２（ｉ）に示すように、外部接続電極としてのはんだバンプ１３を、金属
配線層１２が露出した保護膜９Ａの開口部上に形成する。
【０１３９】
　この後、ダイシング用の溝５に沿って、電子素子ウェハモジュール２５をダイシングす
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ることによって、個別の半導体チップ（電子素子モジュール）に個片化することができる
。本実施形態６では、ダイシングライン溝（ダイシング用の溝５）の側壁および底面が絶
縁膜８および保護膜９Ａの両方で被覆されるため、上記実施形態２、５の場合よりも溝５
の側壁の被覆性が優れており、信頼性、特に耐湿性がより優れた電子素子モジュール（半
導体装置）が完成する。
（実施形態７）
　以下に、本実施形態７の電子素子ウェハモジュール２６について説明する。なお、本実
施形態７において説明する以外の構成は、上記実施形態１の場合と同様である。また、説
明の便宜上、上記実施形態１の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、
同一の符号を付してその説明を省略する。
【０１４０】
　図１３は、本発明の実施形態７に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイ
シング領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【０１４１】
　図１３に示すように、本実施形態７の電子素子ウェハモジュール２６は、電子素子ウェ
ハ１と支持基板としてのガラス基板２とが接着樹脂層３により貼り合わされている。電子
素子ウェハ１のダイシング領域４の溝５Ａに沿って裏面側から電子素子ウェハ１を貫通し
て、表面側の支持基板としてのガラス基板２の表面部に至る溝５Ａが形成されている。こ
の溝５Ａは、電子素子ウェハ１の各チップ中央部の電子素子領域Ａの周辺部Ｂに形成され
た電極パッド６に接続するための貫通孔７と同時に形成される。この溝５Ａの側壁は電子
素子ウェハ１の裏面側の絶縁膜８で被覆されている。この溝５Ａの底面（ガラス基板２の
浅い溝の底面）は絶縁膜８が除去されている。ダイシング領域４の裏面側の保護膜９Ａは
、溝５Ａの側壁および底面上を被覆している。要するに、本実施形態７では、この溝５Ａ
が電子素子ウェハ１を貫通した後に支持基板としてのガラス基板２まで達し、さらに、エ
ッチングを追加してガラス基板２に浅い溝（凹部）が形成されており、溝５Ａの底面はガ
ラス基板２の基板中に位置して、絶縁膜８および保護膜９Ａの２層構造により溝５Ａの側
壁が共に被覆されて溝５Ａの側壁の被覆性をより良好にしている点が上記実施形態３の場
合と異なっている。
【０１４２】
　本実施形態７の電子素子ウェハモジュール２６の製造方法について、図１４（ａ）～図
１４（ｋ）を用いて詳細に説明する。
【０１４３】
　図１４（ａ）～図１４（ｋ）は、本実施形態７の電子素子ウェハモジュール２６を製造
するときの各工程における電極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要
部縦断面図である。
【０１４４】
　なお、図１４（ａ）の断面構造に至る前に、半導体領域形成の前半工程を経て、電子素
子ウェハ１の表面上に電極パッド６を含む金属配線層（図示せず）が形成され、電極パッ
ド６の中央部を開口した絶縁膜１０が形成されている。
【０１４５】
　まず、図１４（ａ）に示すように、電子素子ウェハ１の表面上に、接着樹脂層３を用い
て支持基板としてのガラス基板２が貼り合わされる。
【０１４６】
　次に、図１４（ｂ）に示すように、貫通孔７、ダイシング用の溝５を形成するためのレ
ジスト膜１１となるレジスト膜材料が塗布またはラミネートされる。このレジスト膜材料
に対してフォトリソ工程にて露光、現像を行い、後の工程において貫通孔７および溝５を
形成するためのレジスト膜１１として開口がパターン形成される。
【０１４７】
　その後の図１４（ｃ）～図１４（ｉ）は、上記実施形態３の図６（ｃ）～図６（ｉ）の
場合と同様であるので、ここでは説明を省略する。
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【０１４８】
　さらに、図１４（ｊ）に示すように、ダイシング用の溝５Ａに沿って、電子素子ウェハ
モジュール２６をダイシングすることによって、個別の半導体チップ（電子素子モジュー
ル）に個片化することができる。本実施形態７では、ダイシングライン溝（ダイシング用
の溝５）の側壁が絶縁膜８および保護膜９Ａの両方で被覆されており、ダイシング用の溝
５Ａがガラス基板２にまで掘り込まれているため、上記実施形態３の場合よりも溝５Ａの
側壁の被覆性が優れており、信頼性、特に耐湿性がより優れた電子素子モジュール（半導
体装置）が完成する。なお、ダイシングライン領域の保護膜９Ａは、溝５Ａの側壁および
底面にレジスト厚がおおよそ同等な状態で形成されており、貫通孔７の領域は埋め込まれ
ている。貫通孔７の側壁および底面がその裏面側とおおよそ同等の膜厚で形成されていて
も、なんら支障はない。
【０１４９】
　最後に、図１４（ｋ）に示すように、外部接続電極としてのはんだバンプ１３を、金属
配線層１２が露出した保護膜９Ａの開口部上に形成する。
【０１５０】
　この後、ダイシング用の溝５Ａに沿って、電子素子ウェハモジュール２６をダイシング
することによって、個別の半導体チップ（電子素子モジュール）に個片化することができ
る。本実施形態７では、ダイシングライン溝（ダイシング用の溝５Ａ）の側壁が絶縁膜８
および保護膜９Ａの両方で被覆されるため、上記実施形態３の場合よりも溝５Ａの側壁の
被覆性が優れており、信頼性、特に耐湿性がより優れた電子素子モジュール（半導体装置
）が完成する。
（実施形態８）
　以下に、本実施形態８の電子素子ウェハモジュール２７について説明する。なお、本実
施形態８において説明する以外の構成は、上記実施形態１の場合と同様である。また、説
明の便宜上、上記実施形態１の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、
同一の符号を付してその説明を省略する。
【０１５１】
　図１５は、本発明の実施形態８に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイ
シング領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【０１５２】
　図１５に示すように、本実施形態８の電子素子ウェハモジュール２７は、電子素子ウェ
ハ１と支持基板としてのガラス基板２とが接着樹脂層３により貼り合わされている。電子
素子ウェハ１のダイシング領域４の溝５Ａに沿って裏面側から電子素子ウェハ１を貫通し
て、表面側の支持基板としてのガラス基板２の表面部に至る溝５Ａが形成されている。こ
の溝５Ａは、電子素子ウェハ１の各チップ中央部の電子素子領域Ａの周辺部Ｂに形成され
た電極パッド６に接続するための貫通孔７と同時に形成される。この溝５Ａの側壁は電子
素子ウェハ１の裏面側の絶縁膜８で被覆されている。この溝５Ａの底面（ガラス基板２の
溝の底面）も絶縁膜８で被覆されている。ダイシング領域４の裏面側の保護膜９Ａは、溝
５Ａの側壁および底面上を被覆している。要するに、本実施形態８では、この溝５Ａが電
子素子ウェハ１を貫通した後に支持基板としてのガラス基板２まで達し、さらに、エッチ
ングを追加してガラス基板２に浅い溝（凹部）が形成されており、溝５Ａの底面はガラス
基板２の基板中に位置して、絶縁膜８および保護膜９Ａの２層構造により溝５Ａの側壁お
よび底面が共に被覆されて溝５Ａの側壁の被覆性をより良好にしている点が上記実施形態
４の場合と異なっている。
【０１５３】
　本実施形態８の電子素子ウェハモジュール２７の製造方法について、図８（ａ）～図８
（ｍ）を用いて詳細に説明する。
【０１５４】
　図１６（ａ）～図１６（ｍ）は、本実施形態８の電子素子ウェハモジュール２７を製造
するときの各工程における電極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要
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部縦断面図である。
【０１５５】
　なお、図１６（ａ）の断面構造に至る前に、半導体領域形成の前半工程を経て、電子素
子ウェハ１の表面上に電極パッド６を含む金属配線層（図示せず）が形成され、電極パッ
ド６の中央部を開口した絶縁膜１０が形成されている。
【０１５６】
　まず、図１６（ａ）に示すように、電子素子ウェハ１の表面上に、接着樹脂層３を用い
て支持基板としてのガラス基板２が貼り合わされる。
【０１５７】
　次に、図１６（ｂ）に示すように、貫通孔７、ダイシング用の溝５を形成するためのレ
ジスト膜１１となるレジスト膜材料が塗布またはラミネートされる。このレジスト膜材料
に対してフォトリソ工程にて露光、現像を行い、後の工程において貫通孔７および溝５を
形成するためのレジスト膜１１として開口がパターン形成される。
【０１５８】
　その後の図１６（ｃ）～図１６（ｋ）は、上記実施形態４の図８（ｃ）～図８（ｋ）の
場合と同様であるので、ここではその説明を省略する。
【０１５９】
　さらに、図１６（ｌ）に示すように、電子素子ウェハ１の裏面側に保護膜９Ａが形成さ
れる。この保護膜９Ａを形成する際に、一般のレジストコータではダイシングラインの溝
５Ａの側壁および底面にレジストをコートすることは困難であるため、いわゆるスプレイ
コータが用いられる。図１６（ｌ）では、ダイシングライン領域４の保護膜９Ａは、溝５
の側壁および底面にレジスト厚がおおよそ同等な状態で形成されており、貫通孔７の領域
は保護膜９Ａによって埋め込まれている。貫通孔７の側壁および底面が裏面とおおよそ同
等の膜厚で形成されていても、なんら支障はない。
【０１６０】
　最後に、図１６（ｉ）に示すように、外部接続電極としてのはんだバンプ１３を、金属
配線層１２が露出した保護膜９Ａの開口部上に形成する。
【０１６１】
　この後、ダイシング用の溝５Ａに沿って、電子素子ウェハモジュール２７をダイシング
することによって、個別の半導体チップ（電子素子モジュール）に個片化することができ
る。本実施形態８では、ダイシングライン溝（ダイシング用の溝５Ａ）の側壁および底面
が絶縁膜８および保護膜９Ａの両方で被覆され、かつ支持基板としてのガラス基板２の表
面から掘り込まれたガラス基板２中に溝５Ａの底面が位置するため、上記実施形態４の場
合よりも溝５Ａの側壁の被覆性が優れており、信頼性、特に耐湿性がより優れた電子素子
モジュール（半導体装置）が完成する。
（実施形態９）
　以下に、本実施形態９の電子素子ウェハモジュール２８について説明する。なお、本実
施形態９において説明する以外の構成は、上記実施形態１の場合と同様である。また、説
明の便宜上、上記実施形態１の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、
同一の符号を付してその説明を省略する。
【０１６２】
　図１７は、本発明の実施形態９に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイ
シング領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【０１６３】
　図１７に示すように、本実施形態９の電子素子ウェハモジュール２８は、電子素子ウェ
ハ１と支持基板としてのガラス基板２とが接着樹脂層３により貼り合わされている。電子
素子ウェハ１のダイシング領域４に沿って裏面側から電子素子ウェハ１を貫通し、表面側
の支持基板としてのガラス基板２に至る溝５が形成される。この溝５は、電子素子ウェハ
１の各チップ中央部の電子素子領域Ａの周辺部Ｂに形成された電極パッド６に接続するた
めの貫通孔７と同時に形成される。この溝５の側壁は電子素子ウェハ１の裏面側の絶縁膜
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８で被覆されている。この溝５の底面では絶縁膜８が除去されている。ダイシング領域４
の保護膜９Ｂは、貫通孔７内を埋め込んでいると共に溝５内をも埋め込んでいる。この点
が上記実施形態１の場合とは異なっている。この保護膜９Ｂは、この溝５の底面ではガラ
ス基板２の表面と接している。
【０１６４】
　本実施形態９の電子素子ウェハモジュール２８の製造方法について、図１８（ａ）～図
１８（ｉ）を用いて詳細に説明する。
【０１６５】
　図１８（ａ）～図１８（ｉ）は、本実施形態９の電子素子ウェハモジュール２８を製造
するときの各工程における電極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要
部縦断面図である。
【０１６６】
　なお、図１８（ａ）の断面構造に至る前に、半導体領域形成の前半工程を経て、電子素
子ウェハ１の表面上に電極パッド６を含む金属配線層（図示せず）が形成され、電極パッ
ド６の中央部を開口した絶縁膜１０が形成されている。
【０１６７】
　まず、図１８（ａ）に示すように、電子素子ウェハ１の表面上に、接着樹脂層３を用い
て支持基板としてのガラス基板２が貼り合わされる。
【０１６８】
　次に、図１８（ｂ）に示すように、貫通孔７、ダイシング用の溝５を形成するためのレ
ジスト膜１１となるレジスト膜材料が塗布またはラミネートされる。このレジスト膜材料
に対してフォトリソ工程にて露光、現像を行い、後の工程において貫通孔７およびダイシ
ング用の溝５を形成するためのレジスト膜１１として開口部がパターン形成される。
【０１６９】
　その後の図１８（ｃ）～図１８（ｇ）は、上記実施形態１の図２（ｃ）～図２（ｇ）の
場合と同様であるので、ここでは説明を省略する。
【０１７０】
　さらに、図１８（ｈ）に示すように、電子素子ウェハ１の裏面側に保護膜９Ｂが溝５内
にも埋め込むように形成される。この保護膜９Ｂを形成する形成方法は特に限定されず、
適宜公知の方法によって形成され得る。例えば、塗布、および真空中での脱泡、真空ラミ
ネータ、または印刷法（真空）を用いて、貫通孔７およびダイシング用の溝５への保護膜
９Ｂの埋め込みが可能である。
【０１７１】
　最後に、図１８（ｉ）に示すように、外部接続電極としてのはんだバンプ１３を、金属
配線層１２が露出した保護膜９Ｂの開口部上に形成する。
【０１７２】
　この後、ダイシング用の溝５に沿って、電子素子ウェハモジュール２８をダイシングす
ることによって、個別の半導体チップ（電子素子モジュール）に個片化することができる
。本実施形態９では、ダイシングライン溝（ダイシング用の溝５）内が保護膜９Ｂで埋め
込まれているため、ダイシングによる個片化後のパッケージ側壁面（ダイシング用の溝５
の側壁面）が、絶縁膜８と厚い保護膜９Ｂの両方で被覆されることになり、上記実施形態
５の場合と同様に絶縁膜８の被覆性が、厚い保護膜９Ｂも追加されることにより優れてお
り、信頼性、特に耐湿性が優れた電子素子モジュール（半導体装置）が完成する。
（実施形態１０）
　以下に、本実施形態１０の電子素子ウェハモジュール２９について説明する。なお、本
実施形態１０において説明する以外の構成は、上記実施形態１の場合と同様である。また
、説明の便宜上、上記実施形態１の図面に示した部材と同一の機能を有する部材について
は、同一の符号を付してその説明を省略する。
【０１７３】
　図１９は、本発明の実施形態１０に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダ
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イシング領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【０１７４】
　図１９に示すように、本実施形態１０の電子素子ウェハモジュール２９は、電子素子ウ
ェハ１と支持基板としてのガラス基板２とが接着樹脂層３により貼り合わされている。電
子素子ウェハ１のダイシング領域４に沿って裏面側から電子素子ウェハ１を貫通し、表面
側の支持基板としてのガラス基板２に至る溝５が形成される。この溝５は、電子素子ウェ
ハ１の各チップ中央部の電子素子領域Ａの周辺部Ｂに形成された電極パッド６に接続する
ための貫通孔７と同時に形成される。この溝５の側壁は電子素子ウェハ１の裏面側の絶縁
膜８で被覆されている。この溝５の底面は、上記実施形態９では絶縁膜８が除去されてい
たが、本実施形態１０では溝５の底面の絶縁膜８が除去されていないことによって絶縁膜
８の被覆性を良好にする。ダイシング領域４の保護膜９Ｂは、貫通孔７内を埋め込んでい
ると共に溝５内をも埋め込んでいる。この点が上記実施形態２の場合と異なっている。
【０１７５】
　本実施形態１０の電子素子ウェハモジュール２９の製造方法について、図２０（ａ）～
図２０（ｊ）を用いて詳細に説明する。
【０１７６】
　図２０（ａ）～図２０（ｊ）は、本実施形態１０の電子素子ウェハモジュール２９を製
造するときの各工程における電極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す
要部縦断面図である。
【０１７７】
　なお、図２０（ａ）の断面構造に至る前に、半導体領域形成の前半工程を経て、電子素
子ウェハ１の表面上に電極パッド６を含む金属配線層（図示せず）が形成され、電極パッ
ド６の中央部を開口した絶縁膜１０が形成されている。
【０１７８】
　まず、図２０（ａ）に示すように、電子素子ウェハ１の表面上に、接着樹脂層３を用い
て支持基板としてのガラス基板２が貼り合わせられる。
【０１７９】
　次に、図２０（ｂ）に示すように、貫通孔７、ダイシング用の溝５を形成するためのレ
ジスト膜１１となるレジスト膜材料が塗布またはラミネートされる。このレジスト膜材料
に対してフォトリソ工程にて露光、現像を行い、後の工程において貫通孔７および溝５を
形成するためのレジスト膜１１として開口部がパターン形成される。
【０１８０】
　その後の図２０（ｃ）～図２０（ｈ）は、上記実施形態２の図４（ｃ）～図４（ｈ）の
場合と同様であるので、ここでは説明を省略する。
【０１８１】
　さらに、図２０（ｉ）に示すように、電子素子ウェハ１の裏面側に保護膜９Ｂが溝５内
にも埋め込むように形成される。この保護膜９Ｂを形成する形成方法は特に限定されず、
適宜公知の方法によって形成され得る。例えば、塗布、および真空中での脱泡、真空ラミ
ネータ、または印刷法（真空）を用いて、貫通孔７およびダイシング用の溝５への保護膜
９Ｂの埋め込みが可能である。
【０１８２】
　最後に、図２０（ｉ）に示すように、外部接続電極としてのはんだバンプ１３を、金属
配線層１２が露出した保護膜９Ｂの開口部上に形成する。
【０１８３】
　この後、ダイシング用の溝５に沿って、電子素子ウェハモジュール２９をダイシングす
ることによって、個別の半導体チップ（電子素子モジュール）に個片化することができる
。本実施形態１０では、ダイシングライン溝（ダイシング用の溝５）内の絶縁膜８上に保
護膜９Ｂが成膜されて埋め込まれているため、ダイシングによる個片化後のパッケージ側
壁面（ダイシング用の溝５の側壁面）が、絶縁膜８と厚い保護膜９Ｂの２層構造で被覆さ
れることにより、上記実施形態６の場合よりも、絶縁膜８に厚い保護膜９Ｂも追加される
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ことによりその被覆性が優れており、信頼性、特に耐湿性が優れた電子素子モジュール（
半導体装置）が完成する。
（実施形態１１）
　以下に、本実施形態１１の電子素子ウェハモジュール３０について説明する。なお、本
実施形態１１において説明する以外の構成は、上記実施形態１の場合と同様である。また
、説明の便宜上、上記実施形態１の図面に示した部材と同一の機能を有する部材について
は、同一の符号を付してその説明を省略する。
【０１８４】
　図２１は、本発明の実施形態１１に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダ
イシング領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【０１８５】
　図２１に示すように、本実施形態１１の電子素子ウェハモジュール３０は、電子素子ウ
ェハ１と支持基板としてのガラス基板２とが接着樹脂層３により貼り合わされている。電
子素子ウェハ１のダイシング領域４の溝５Ａに沿って裏面側から電子素子ウェハ１を貫通
して、表面側の支持基板としてのガラス基板２の表面部に至る溝５Ａが形成されている。
この溝５Ａは、電子素子ウェハ１の各チップ中央部の電子素子領域Ａの周辺部Ｂに形成さ
れた電極パッド６に接続するための貫通孔７と同時に形成される。この溝５Ａの側壁は電
子素子ウェハ１の裏面側の絶縁膜８で被覆されている。この溝５Ａの底面（ガラス基板２
の溝の底面）は絶縁膜８が除去されている。ダイシング領域４の保護膜９Ｂは、貫通孔７
内を埋め込んでいると共に溝５内をも埋め込んでいる。この点が上記実施形態３の場合と
異なっている。
【０１８６】
　本実施形態１１の電子素子ウェハモジュール３０の製造方法について、図２２（ａ）～
図２２（ｋ）を用いて詳細に説明する。
【０１８７】
　図２２（ａ）～図２２（ｋ）は、本実施形態３の電子素子ウェハモジュール２２を製造
するときの各工程における電極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要
部縦断面図である。
【０１８８】
　なお、図２２（ａ）の断面構造に至る前に、半導体領域形成の前半工程を経て、電子素
子ウェハ１の表面上に電極パッド６を含む金属配線層（図示せず）が形成され、電極パッ
ド６の中央部を開口した絶縁膜１０が形成されている。
【０１８９】
　図２２（ａ）～図２２（ｉ）は、上記実施形態３の図６（ａ）～図６（ｉ）の場合と同
様であるので、ここでは説明を省略する。
【０１９０】
　次に、図２２（ｊ）に示すように、電子素子ウェハ１の裏面に保護膜９Ｂが形成される
。この形成方法は特に限定されず、適宜公知の方法によって形成され得る。例えば、塗布
、および真空中での脱泡、真空ラミネータまたは印刷法（真空）を用いて貫通孔７および
ダイシングライン溝５Ａへの保護膜９Ｂの埋め込みが可能である。
【０１９１】
　さらに、図２２（ｋ）に示すように、この上にはんだバンプ１３が形成される。
【０１９２】
　その後、ダイシングライン溝５Ａに沿って、電子素子ウェハ１をダイシングすることに
よって、個別の半導体チップに個片化される。本実施形態１１では、ダイシングライン溝
５Ａが保護膜９Ｂで埋め込まれている。このため、ダイシングによる個片化後のパッケー
ジ側壁面、および底面が、絶縁膜８と裏面保護膜９Ｂの両方で被覆される。更に、ダイシ
ングライン溝５Ａの底面は、支持基板としてのガラス基板２中に位置するため、上記実施
形態９よりも絶縁膜８の被覆性が優れており、信頼性、特に耐湿性が優れた電子素子ウェ
ハモジュール３０が完成する。
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【０１９３】
　（実施形態１２）
　以下に、本実施形態１２の電子素子ウェハモジュール３１について説明する。なお、本
実施形態１２において説明する以外の構成は、上記実施形態１の場合と同様である。また
、説明の便宜上、上記実施形態１の図面に示した部材と同一の機能を有する部材について
は、同一の符号を付してその説明を省略する。
【０１９４】
　図２３は、本発明の実施形態１２に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダ
イシング領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【０１９５】
　図２３に示すように、本実施形態１２の電子素子ウェハモジュール３１は、電子素子ウ
ェハ１と支持基板としてのガラス基板２とが接着樹脂層３により貼り合わされている。電
子素子ウェハ１のダイシング領域４の溝５Ａに沿って裏面側から電子素子ウェハ１を貫通
して、表面側の支持基板としてのガラス基板２の表面部に至る溝５Ａが形成されている。
この溝５Ａは、電子素子ウェハ１の各チップ中央部の電子素子領域Ａの周辺部Ｂに形成さ
れた電極パッド６に接続するための貫通孔７と同時に形成される。この溝５Ａの側壁は電
子素子ウェハ１の裏面側の絶縁膜８で被覆されている。この溝５Ａの底面（ガラス基板２
の溝の底面）も絶縁膜８で被覆されている。ダイシング領域４の保護膜９Ｂは、貫通孔７
内を埋め込んでいると共に溝５内をも埋め込んでいる。この点が上記実施形態４の場合と
異なっている。
【０１９６】
　本実施形態１２の電子素子ウェハモジュール３１の製造方法について、図２４（ａ）～
図２４（ｍ）を用いて詳細に説明する。
【０１９７】
　図２４（ａ）～図２４（ｍ）は、本実施形態１２の電子素子ウェハモジュール３１を製
造するときの各工程における電極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す
要部縦断面図である。
【０１９８】
　なお、図２４（ａ）の断面構造に至る前に、半導体領域形成の前半工程を経て、電子素
子ウェハ１の表面上に電極パッド６を含む金属配線層（図示せず）が形成され、電極パッ
ド６の中央部を開口した絶縁膜１０が形成されている。
【０１９９】
　図２４（ａ）～図２４（ｋ）は、上記実施形態４の図８（ａ）～図８（ｋ）の場合と同
様であるので、ここでは説明を省略する。
【０２００】
　次に、図２４（ｌ）に示すように、電子素子ウェハ１の裏面に保護膜９Ｂが形成される
。この形成方法は特に限定されず、適宜公知の方法によって形成され得る。例えば、塗布
、および真空中での脱泡、真空ラミネータまたは印刷法（真空）を用いて貫通孔７および
ダイシングライン溝５Ａへの保護膜９Ｂの埋め込みが可能である。
【０２０１】
　さらに、図２４（ｍ）に示すようにこの上に、はんだバンプ１３が形成される。
【０２０２】
　その後、ダイシングライン溝５Ａに沿って、電子素子ウェハ１をダイシングすることに
よって、個別の半導体チップに個片化される。本実施形態１２では、ダイシングライン溝
５Ａが保護膜９Ｂで埋め込まれている。このため、ダイシングによる個片化後のパッケー
ジ側壁面および底面が、絶縁膜８と裏面保護膜９Ｂの両方で被覆され、かつダイシングラ
イン溝５Ａの底面が支持基板としてのガラス基板２中に位置するため、上記実施形態１１
の場合よりも絶縁膜８の被覆性が優れており、信頼性、特に耐湿性が優れた半導体装置が
完成する。
【０２０３】
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　さらに、図２５に示すように、上記実施形態１２の図２４（ｍ）の工程後、電子素子ウ
ェハ１をダイシングする前に、ダイシングライン溝５Ａに被覆または埋め込まれた保護膜
９Ｂをフォトリソにより、露光、現像して開口部９Ｃとすることも可能である。この方法
によれば、保護膜９Ｂをダイシングする際の衝撃を回避し、保護膜９Ｂとダイシングライ
ン溝５Ａの側壁の絶縁膜８との密着性を保持することが可能となる。同様のことは、ダイ
シングライン溝５または５Ａに保護膜９Ｂを埋め込んでいる上記実施形態９～１１にも適
用できる。更に、ダイシングライン溝５または５Ａに保護膜９Ａを被覆している実施例４
～８にも適用できる。
【０２０４】
　なお、本発明は、上述した各実施形態１～１２に限定されるものではなく、請求項に示
した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態１～１２にそれぞれ開示された技術
的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０２０５】
　さらに、透明なガラス基板２上に一または複数のレンズ板としてのレンズモジュールな
どの光学素子モジュールが積層してもよい。
【０２０６】
　即ち、電子素子モジュールとして、電子素子としての撮像素子が配設された電子素子チ
ップ（電子素子ウェハモジュールから切断された単位チップ）と、電子素子チップ上の所
定領域に形成された接着樹脂層３と、電子素子チップ上を覆い、電子素子としての撮像素
子に対応するように接着樹脂層３上に固定された一または複数枚の光学素子（例えばレン
ズ板）とを有している。
【０２０７】
　以上の場合に、電子素子としては、被写体からの画像光を光電変換して撮像する複数の
受光部を有する撮像素子であってもよいし、出射光を発生させるための発光素子および入
射光を受光するための受光素子などであってもよい。
【０２０８】
　この電子素子モジュールの実施形態１３として、被写体からの画像光を光電変換して撮
像する複数の受光部を有する撮像素子と、入射光を撮像素子上に結像するための一または
複数枚のレンズモジュールとが積層された電子素子モジュールとしてのセンサモジュール
の事例について、図２６を参照しながら詳細に説明する。
【０２０９】
　（実施形態１３）
　図２６は、本発明の実施形態１３に係るセンサモジュールの要部構成例を示す縦断面図
である。
【０２１０】
　図２６において、本実施形態１３のセンサモジュール５０は、チップ表面に、複数の画
素に対応した各光電変換部（フォトダイオード）である複数の受光部からなる電子素子と
しての撮像素子５１ａが設けられ、貫通孔５１ｂが表面と裏面間に設けられて配線として
導通した貫通ウエハ５１（上記実施形態１～１２の電子素子ウェハモジュールから個片化
された各チップに対応）と、この貫通ウエハ５１の撮像素子５１ａの周囲上に形成された
樹脂接着層５２（上記実施形態１～１２の接着樹脂３に対応）と、この樹脂接着層５２上
を覆い、その表面にＩＲカット層がコーティングされたカバーガラスとして個片化された
ガラス板５３（上記実施形態１～１２では支持基板としての透明ガラス基板２に対応）と
、このガラス板５３上に設けられ、撮像素子５１ａに入射光を集光させるための光学素子
としての複数のレンズ板５４１～５４３が積層されたレンズ板５４（レンズモジュール）
と、これらのレンズ板５４１～５４３を接着して固定するためのレンズ接着層５５および
５６と、各レンズ板５４１～５４３のうちの最上位置のレンズ板５４１の中央部を円形の
光取入口として開口すると共に、それ以外の表面部分および、各レンズ板５４１～５４３
およびガラス板５３の側面部分を遮光する遮光部材５７とを有しており、貫通ウエハ５１
上に、ガラス板５３およびレンズ板５４がこの順に互いにアライメントをとって樹脂接着
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層５２およびレンズ接着層５５および５６などにより上下に貼り合わされている。要する
に、本実施形態１３の電子素子モジュールとしてのセンサモジュール５０は、上記実施形
態１～１２の電子素子ウェハモジュールを個片化したものに、複数のレンズ板５４１～５
４３がレンズ接着層５５および５６などで貼り合わせ、さらにこれに遮光部材５７を上側
から装着したものである。これによって本実施形態１３のセンサモジュール５０が製造さ
れている。
【０２１１】
　レンズ板５４は、透明樹脂製または透明ガラス製のレンズ板である。このレンズ板５４
において、レンズ機能を有するレンズ領域と、スペーサ機能を有するスペーサ部としての
周囲のレンズこば部とで構成され、全体は同じ種類のガラスまたは樹脂材料で形成されて
いる。これにより、所定のレンズ形状、所定のレンズ厚さのレンズ板５４１～５４３を形
成することが可能である。
【０２１２】
　本実施形態１３では、形成されたレンズ板５４１～５４３が３枚、レンズこば部分で貼
り合わされた構造となっている。これらの貼り合わせには、接着部材５５および５６を用
いるが、接着部材５５および５６は、遮光機能を有していてもよい。
【０２１３】
　光学素子としての複数枚のレンズ板５４は、収差補正レンズ５４３、拡散レンズ５４２
および集光レンズ５４１であり（１枚の場合は集光レンズ）、レンズ板５４は、中央部分
にレンズ領域が設けられ、そのレンズ領域の外周側に所定厚さを持つスペーサ部である周
囲部分としてのレンズこば部分が設けられているが、それらのレンズ板５４の各外周側に
それぞれ設けられた所定厚さを持つ各スペーサ部が下からこの順に積層されて配置されて
いる。このスペーサ部は位置決め機能を有しており、その位置決め機能は、テーパの付い
た凹部と凸部またはアライメントメークで構成されている。３枚のレンズ板５４１～５４
３を接着する接着層５５および／または５６は、遮光機能を兼ねていてもよく、接着層５
５および５６は、スペースを決定する固体が含有されていてもよい。
【０２１４】
　次に、この電子素子モジュールとしてのセンサモジュール５０を用いた完成品を実施形
態１４として、本実施形態１３のセンサモジュール５０を撮像部に用いた電子情報機器を
図面を参照しながら詳細に説明する。
（実施形態１４）
　図２７は、本発明の実施形態１４として、本発明の実施形態１３のセンサモジュール５
０を撮像部に用いた電子情報機器の概略構成例を示すブロック図である。
【０２１５】
　図２７において、本実施形態１４の電子情報機器９０は、上記実施形態１３のセンサモ
ジュール５０からの撮像信号を各種信号処理してカラー画像信号を得る固体撮像装置９１
と、この固体撮像装置９１からのカラー画像信号を記録用に所定の信号処理した後にデー
タ記録可能とする記録メディアなどのメモリ部９２と、この固体撮像装置９１からのカラ
ー画像信号を表示用に所定の信号処理した後に液晶表示画面などの表示画面上に表示可能
とする液晶表示装置などの表示手段９３と、この固体撮像装置９１からのカラー画像信号
を通信用に所定の信号処理をした後に通信処理可能とする送受信装置などの通信手段９４
とを有している。なお、この電子情報機器９０として、これに限らず、固体撮像装置９１
の他に、メモリ部９２と、表示手段９３と、通信手段９４と、プリンタなどの画像出力手
段９５とのうちの少なくともいずれかを有していてもよい。
【０２１６】
　この電子情報機器９０としては、前述したように例えばデジタルビデオカメラ、デジタ
ルスチルカメラなどのデジタルカメラや、監視カメラ、ドアホンカメラ、車載用後方監視
カメラなどの車載用カメラおよびテレビジョン電話用カメラなどの画像入力カメラ、スキ
ャナ、ファクシミリ、カメラ付き携帯電話装置および携帯端末装置（ＰＤＡ）などの画像
入力デバイスを有した電子機器が考えられる。
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【０２１７】
　したがって、本実施形態１４によれば、この固体撮像装置９１からのカラー画像信号に
基づいて、これを表示画面上に良好に表示したり、これを紙面にて画像出力装置９５によ
り良好にプリントアウト（印刷）したり、これを通信データとして有線または無線にて良
好に通信したり、これをメモリ部９２に所定のデータ圧縮処理を行って良好に記憶したり
、各種データ処理を良好に行うことができる。
【０２１８】
　なお、上記実施形態２の電子情報機器９０に限らず、本発明の電子素子モジュールを情
報記録再生部に用いたピックアップ装置などの電子情報機器であってもよい。この場合の
ピックアップ装置の光学素子としては、出射光を直進させて出射させると共に、入射光を
曲げて所定方向に入射させる光学機能素子（ウエハ状光学装置；例えばプリズムモジュー
ルおよびホログラム素子モジュール、即ちホログラム光学素子やプリズム光学素子）であ
る。また、ピックアップ装置の電子素子としては、出射光を発生させるための発光素子（
例えば半導体レーザ素子またはレーザチップ）および入射光を受光するための受光素子（
例えばフォトＩＣ）を有している。
【０２１９】
　以上のように、本発明の好ましい実施形態１～１４を用いて本発明を例示してきたが、
本発明は、この実施形態１～１４に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特
許請求の範囲によってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は
、本発明の具体的な好ましい実施形態１～１４の記載から、本発明の記載および技術常識
に基づいて等価な範囲を実施することができることが理解される。本明細書において引用
した特許、特許出願および文献は、その内容自体が具体的に本明細書に記載されているの
と同様にその内容が本明細書に対する参考として援用されるべきであることが理解される
。
【産業上の利用可能性】
【０２２０】
　本発明は、複数の電子素子が設けられた電子素子ウェハの表面と支持基板とが貼り合わ
された電子素子ウェハモジュールおよび、この電子素子ウェハモジュールの製造方法、こ
の電子素子ウェハモジュールが電子素子毎に切断されて個片化された電子素子モジュール
、この電子素子モジュールを画像入力デバイスとして撮像部に用いた例えばデジタルビデ
オカメラおよびデジタルスチルカメラなどのデジタルカメラや、画像入力カメラ、スキャ
ナ装置、ファクシミリ装置、カメラ付き携帯電話装置などの電子情報機器の分野において
、信頼性、特に耐湿性の高い貫通電極とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０２２１】
【図１】本発明の実施形態１に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイシン
グ領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図２】本実施形態１の電子素子ウェハモジュールを製造するときの各工程における電極
部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図３】本発明の実施形態２に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイシン
グ領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図４】本実施形態２の電子素子ウェハモジュールを製造するときの各工程における電極
部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図５】本発明の実施形態３に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイシン
グ領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図６】本実施形態３の電子素子ウェハモジュールを製造するときの各工程における電極
部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図７】本発明の実施形態４に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイシン
グ領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図８】本実施形態４の電子素子ウェハモジュールを製造するときの各工程における電極
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部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図９】本発明の実施形態５に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイシン
グ領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図１０】本実施形態５の電子素子ウェハモジュールを製造するときの各工程における電
極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図１１】本発明の実施形態６に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイシ
ング領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図１２】本実施形態６の電子素子ウェハモジュールを製造するときの各工程における電
極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図１３】本発明の実施形態７に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイシ
ング領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図１４】本実施形態７の電子素子ウェハモジュールを製造するときの各工程における電
極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図１５】本発明の実施形態８に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイシ
ング領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図１６】本実施形態８の電子素子ウェハモジュールを製造するときの各工程における電
極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図１７】本発明の実施形態９に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイシ
ング領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図１８】本実施形態９の電子素子ウェハモジュールを製造するときの各工程における電
極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図１９】本発明の実施形態１０に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイ
シング領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図２０】本実施形態１０の電子素子ウェハモジュールを製造するときの各工程における
電極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図２１】本発明の実施形態１１に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイ
シング領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図２２】本実施形態１１の電子素子ウェハモジュールを製造するときの各工程における
電極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図２３】本発明の実施形態１２に係る電子素子ウェハモジュールの貫通電極およびダイ
シング領域近傍の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図２４】本実施形態１２の電子素子ウェハモジュールを製造するときの各工程における
電極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図２５】本実施形態１２の電子素子ウェハモジュールを製造するときの最終工程におけ
る電極部およびダイシング領域付近の断面構造を模式的に示す要部縦断面図である。
【図２６】本発明の実施形態１３に係るセンサモジュールの要部構成例を示す縦断面図で
ある。
【図２７】本発明の実施形態１４として、本発明の実施形態１３のセンサモジュールを撮
像部に用いた電子情報機器の概略構成例を示すブロック図である。
【図２８】特許文献１に開示されている従来の貫通電極を備えた半導体ウェハモジュール
の電極部付近およびダイシング領域の縦断面図である。
【図２９】特許文献２に開示されている従来の貫通電極を備えた電子素子ウェハモジュー
ルの電極部付近およびダイシング領域の縦断面図である。
【符号の説明】
【０２２２】
　１　電子素子ウェハ
　２　支持基板（ガラス基板）
　３　接着樹脂層
　４　ダイシング領域
　５、５Ａ　ダイシング用の溝
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　６　電極パッド
　７　貫通孔
　８、１０　絶縁膜
　９、９Ａ、９Ｂ　裏面保護膜
　１２　金属配線層（導電配線）
　１３　はんだバンプ
　２０～３２　電子素子ウェハモジュール　
５０　センサモジュール
５１　貫通ウエハ
５１ａ　撮像素子５１ａ（電子素子）
５１ｂ　貫通孔
５２　樹脂接着層
５３　ガラス板
５４、５４１～５４３　レンズ板
５５、５６　レンズ接着層
５７　遮光部材
　９０　電子情報機器
９１　固体撮像装置
９２　メモリ部
９３　表示手段
９４　通信手段
　９５　画像出力手段

【図１】 【図２】



(32) JP 2009-277883 A 2009.11.26

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(33) JP 2009-277883 A 2009.11.26

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(34) JP 2009-277883 A 2009.11.26

【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１５】

【図１６】



(35) JP 2009-277883 A 2009.11.26

【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】



(36) JP 2009-277883 A 2009.11.26

【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】



(37) JP 2009-277883 A 2009.11.26

【図２５】 【図２７】



(38) JP 2009-277883 A 2009.11.26

【図１４】



(39) JP 2009-277883 A 2009.11.26

【図２６】



(40) JP 2009-277883 A 2009.11.26

【図２８】

【図２９】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

